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「女性医師による働く女性専門外来」での経験を踏まえて

　「私は、働きたいんです。職場では、怠けている、と受け止められて
いるようで…」
　関東労災病院では、2001年から「女性医師による働く女性専門外来」
を開設し、2023年末までに2653人の方にご利用頂きました。その中に、
冒頭の言葉を語る方もおられました。
　この方の場合は、月経関連の不調が重いために就労困難となり、長期
休職を余儀なくされ、退職を迫られる状態に陥り、そのような中での言
葉でした。その後、どうにか体調管理を進め、復職することができ、ほっ
としました。
　月経は、ほとんどの女性が経験する生理現象ではありますが、月経周
期の中で、月経痛、PMS（月経前症候群）といった不調を伴い、就労に
も影響する場合が多いものです。閉経前後に起こる更年期障害も同様で
す。それぞれ、どれだけの経済損失になっているのかは、さまざまな報
告があり、周知の通りです。
　当院の外来には、「どこに相談したらいいか分からず、探していて見
つけた」という方が、ご来院なさいます。かかりつけのクリニックでは
治療のみであり、仕事の悩みなどについて話すことができない、職場で
のストレスが要因となって症状が悪化していると思うのだが、といった
ご相談を抱えて、当外来においでになります。
　この外来は、担当している者が産婦人科の医師ですので、職場に対し
て介入する権限などを持ち合わせていませんが、「それは、つらいです
ね。」「何か、対処する方法はないでしょうかね？」と、来院なさった方
と一緒に考えることはできます。
　職場状況については、上司や同僚、産業医、労働基準監督署などに相
談する、といったことを提案します。職場調整を要する状態である旨、
診断書を発行することもあります。すると、状況が好転する場合もあり
ますし、「変わらないものは変わらない」ということで、転職する方もい
ます。いずれも、ご本人の判断をサポートし、前進する力を発揮して頂
きたいと考えながら、対応しています。
　少子高齢化が進み、女性労働力への期待が大きくなり、「女性特有の
健康課題」が取り上げられるようになりました。当外来での経験を踏ま
え、女性が直面している健康課題について、情報提供をさせて頂く機会
が増えました。
　各事業所において、女性特有の健康課題についての理解が広がり、女
性に優しい職場づくりが進むことを期待します。そのような取組は、性
別を問わず、働きやすい職場づくりを模索する契機になるものと信じて
います。

星野　寛美
Hoshino Hiromi

関東労災病院
働く女性専門外来担当　

共同参画に寄せて
foreword
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「女性版骨太の方針」について

　我が国では、5年に1度、施策の基本的な方向性や成果目
標などを示す「男女共同参画基本計画」を策定するとともに、
毎年6月を目途に、政府全体として当該年度及び翌年度に重
点的に取り組む事項を「女性版骨太の方針（女性活躍・男女
共同参画の重点方針）」として決定しています。

背景・基本的な方針

　我が国における女性活躍の機運は着実に高まっているとこ
ろですが、女性の登用の状況をめぐる企業間の差異や、女
性参画の取組の進捗をめぐる地域間の差異が見られるのが
現状です。
　こうした状況を改善し、中長期的な観点で、我が国の女性
活躍・男女共同参画を持続的に推進していくため、国内外に
おける女性活躍による企業価値の向上を示すデータを含め、
女性活躍推進に資する様々な情報の普及を行うとともに、企
業や地域において活躍する女性人材の育成、企業の経営層・
管理職、男女共同参画センターの職員を始めとする企業や地
域における女性活躍・男女共同参画推進のリーダー・担い手
の育成・専門性の向上など、「人材の育成」を軸とした取組を
進めていきます。
　こうした「人材の育成」は、個人の尊厳と安心・安全が守ら
れる社会を実現する上でも不可欠な課題であり、能登半島地

すべての女性が輝く社会づくり本部（第14回）・男女共同参画推進本部（第
24回）合同会議の様子

震の経験を踏まえ、防災分野における女性の参画拡大等を
一層推進します。
　また、こうした取組を進めるための基盤として、働き方改革、
仕事と育児・介護の両立支援の推進、固定的な性別役割分
担意識の解消、女性の健康への支援、配偶者等からの暴力
への対策及び性犯罪・性暴力対策の強化などを着実に進め
ていきます。
　そして、改めて、あらゆる分野における政策・方針決定過
程に女性が参画する機会の確保に取り組むとともに、あらゆ
る分野において男女共同参画の視点に立った政策が実現さ
れるよう、政府全体で取組を一層強化していきます。
　このような方針のもと、「女性版骨太の方針2024」では、
Ⅰ　企業等における女性活躍の一層の推進
Ⅱ　女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の一層の推進
Ⅲ　個人の尊厳と安心・安全が守られる社会の実現
Ⅳ　女性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化
という４つの重点事項に沿って、具体策を取りまとめました。
以下、それぞれの事項について、主な具体策をご紹介します。

主な具体策について

Ⅰ　企業等における女性活躍の一層の推進
～活躍する女性人材と企業等で取組を推進する人材の育成～

（１）企業における女性の採用・育成・登用の強化

女性版骨太の方針2024
内閣府男女共同参画局総務課

　令和６年６月11日に、全閣僚からなる「すべての女性が輝く社会づくり本部・男女
共同参画推進本部合同会議」を開催し、「女性版骨太の方針2024」を決定しました。
今回は、本方針の概要や具体策についてご紹介します。1Special  
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我が国の女性役員比率の推移 
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（備考）1.東洋経済新報社「役員四季報」に基づき内閣府において作成。 
    2.調査時点は原則として各年７月 31日現在。 
    3.役員は、取締役、監査役及び執行役。 
    4.日本を除くＧ７諸国の平均、OECD諸国の平均は OECD “Social and Welfare Statistics”から引用。 
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　女性役員登用目標の達成に向けた各企業の行動計画策定
を促進するため、策定ガイドの作成・周知や好事例の横展開
を行うとともに、役員候補となる女性人材のパイプライン構
築に向けて、ロールモデルとなる女性役員等の事例集の作成
等、啓発コンテンツの作成や情報提供を行います。全てのプ
ライム市場上場企業に対する啓発（セミナー開催）等を通じ
て、女性登用の意義や必要性についての企業における理解の
浸透も図ります。
　また、女性活躍や子育て支援に積極的に取り組む企業を
支援するため、各府省の補助金等において、補助目的に鑑み
つつ、取組に積極的な企業に対する加点の優遇措置の拡大・
促進に取り組みます。

（２）科学技術・学術分野における女性活躍の推進

　理工系分野を目指す女子生徒等の育成に向けて、若手ロー
ルモデルによる授業等の実施手順の事例等を示した「理工
チャレンジ」のプログラムを作成・周知し、地域の大学・高専
における取組を促すことで、理工系の魅力を発信する機会の
増加を図ります。
　また、中学校技術・家庭科（技術分野）や高校情報科の指
導体制の充実、プログラミング教育に関する教員対象の研
修会等の実施、大学・高専における幅広い学生を対象とした
プログラミング教育を含む数理・データサイエンス・ＡＩ教育
の推進等により、プログラミングに関する教育の充実を図り
ます。

（３）女性起業家の支援
　起業家ネットワークへのアクセスが限定的、資金調達が難
しいなどの課題を抱える女性起業家を支援するため、金融機
関や地域中核企業など様々なステークホルダーを巻き込みつ
つ、全国各地で女性起業家に対して一貫した支援を提供する

ネットワークを構築し、事業計画に対する助言を行うとともに、
支援者とのマッチングに向けた支援プログラムを実施します。
Ⅱ　女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の一層の推進　
～全国各地の女性が経済的に自立するための力の育成とこれ
を支える人材の育成～

（１）所得向上、リスキリングの推進

　出産を契機に多くの女性が非正規雇用化する、いわゆる
「Ｌ字カーブ」の解消に向けて、正規雇用の女性の就業継続
を支援するとともに、デジタル分野のリスキリング支援や就
職支援など、初職から非正規雇用で働く女性や、過去に妊
娠等を契機に非正規雇用となった女性を正社員転換するため
の取組を進めます。
　また、男女間賃金差異の公表・分析を一層推進するととも
に、男女間賃金格差の大きい業界に着目して、業界ごとのア
クションプランの策定を促し、取組を進めます。
　いわゆる「年収の壁」を意識せず働くことが可能となるよ
う、「年収の壁・支援強化パッケージ」を着実に実行し、さら
に、次期年金制度改正において制度の見直しなどに取り組み
ます。

（２）仕事と育児・介護の両立の支援
　柔軟な働き方を実現するための措置や、男性の育児休業
取得率の公表義務の拡充等を盛り込んだ改正育児・介護休
業法及び次世代育成支援対策推進法の円滑な施行に向けた
取組、経営層や管理職も含めた周知・啓発、中小企業に対
する支援、企業が福利厚生として家事支援サービスを提供す
る取組を促進する観点からの広報等に取り組み、男女問わ
ず育児、介護とキャリア形成の両立を図るともに、女性への
育児負担の偏りの解消を目指します。

L字カーブの状況 
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（備考）１．総務省「労働力調査（基本集計）」より作成。 
    ２．就業率は、「就業者」／「15歳以上人口」×100。 
    ３．正規雇用比率は、「正規の職員・従業員」／「15歳以上人口」×100。 
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大学（学部）の学生に占める女性の割合 

（出典）文部科学省「令和５年度学校基本統計」 
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（３）仕事と健康課題の両立の支援
　働く女性の月経、妊娠・出産、更年期等、女性のライフス
テージごとの健康課題に起因する望まない離職等を防ぐた
め、労働安全衛生法に基づき事業主が行う健診において、
月経随伴症状や更年期障害等の早期発見に資する項目を問
診等に加え、その実施を促進するともに、企業等におけるフェ
ムテック製品・サービスの活用も促進します。また、健康経
営銘柄、健康経営優良法人、なでしこ銘柄等において、女
性の健康課題に取り組み、成果を上げている企業や健康保
険組合の好事例を集め、他の企業等にも広く周知するととも
に、小規模事業者にも取組が広まるよう、健康経営優良法
人制度中小規模法人部門の要件緩和等を検討します。
　さらに、令和７年度末に期限を迎える女性活躍推進法の
延長・改正に向けた検討において、事業主が女性特有の健
康課題に取り組むことなど、更なる女性活躍推進に向けた検
討を行います。

（４）地域における女性活躍・男女共同参画の推進

　地域において女性の活躍を推進・支援しているリーディン
グカンパニーにおける取組の把握を含め、各地域の企業の
好事例の周知・啓発するなど地域の企業における女性活躍
を推進し、地域の男女共同参画センターや国立女性教育会館

（NWEC）の機能強化等を通じて、その担い手を育成します。
　また、地域女性活躍推進交付金による支援、地域シンポ
ジウム等を通じた好事例の横展開により、地方公共団体にお
ける取組の推進の鍵となる地域リーダーの意識醸成・育成を
推進します。
　さらに、各地域において、人々の中にある固定的な性別役
割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）
の解消と、企業等の広報担当や人事・業務管理に携わる管
理職、さらには経営層の意識改革と理解の促進を図り、性
別役割分担にとらわれない働き方を推進するため、「オール

ド・ボーイズ・ネットワーク」の存在について様々なコンテンツ
を活用した情報発信、地方公共団体や経済団体等を対象と
したワークショップの開催等の啓発活動を実施します。

Ⅲ　個人の尊厳と安心・安全が守られる社会の実現
～男女共同参画の視点に立った防災・復興、配偶者暴力や
性犯罪・性暴力の被害者等を支える人材の育成～

（１）男女共同参画の視点に立った防災・復興の推進
　今般の能登半島地震における「男女共同参画の視点からの
防災・復興ガイドライン」を踏まえた災害対応について調査を
行い、報告書を取りまとめ、今後の対応に活用します。

男女共同参画の視点からの 
防災・復興ガイドライン（避難所チェックシート）

 
（出典）内閣府男女共同参画局「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点 

からの防災・復興ガイドライン～」（令和 2年 5月) 
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防災・復興ガイドライン（避難所チェックシート）
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からの防災・復興ガイドライン～」（令和 2年 5月) 

男女共同参画の視点からの 
防災・復興ガイドライン（避難所チェックシート）

 
（出典）内閣府男女共同参画局「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点 

からの防災・復興ガイドライン～」（令和 2年 5月) 

（備考）独立行政法人国立女性教育会館（NWEC）及び男女共同参画センターの機能強化に
関するワーキング・ グループ（第１回）会議資料より抜粋。

都道府県ごとの男女参画状況の可視化
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　また、国や地方公共団体の災害対応の現場等における女
性の参画拡大と、これを推進するリーダー層の意識醸成のた
めの研修の充実、こどもの発達段階に応じた男女共同参画
の視点を取り入れた防災教育など国民への啓発を推進します。

（２）配偶者等からの暴力や性犯罪・性暴力への対策の強化
　改正配偶者暴力防止法や女性支援新法（困難な問題を抱
える女性への支援に関する法律）等の関係法律の施行状況等
も踏まえ、多様な被害者がためらうことなく相談できる体制
の整備、法定協議会の活用等も含めた配偶者暴力相談支援
センター、警察、児童相談所、民間団体、医師会や医療関
係者、法テラス等の連携の強化等に取り組むなど、配偶者等
からの暴力の防止、被害者の保護及び支援、相談体制の整
備及び周知等の一層の強化を図ります。
　「相手の同意のない性的な行為は性暴力」であること等の
認識を社会全体で共有し、ワンストップ支援センターの運営
の安定化、相談員の支援能力・専門性の向上や様々な相談
方法の活用を図るとともに、こども・若者の性被害防止に向
けた総合的な対策を推進するなど、性犯罪・性暴力の根絶の
ための取組や被害者支援を強化します。

（３）困難な問題を抱える女性への支援
　令和6年4月に施行された女性支援新法に基づき、女性相
談支援センターや女性自立支援施設の機能強化、女性相談
支援員の人材の養成・処遇改善、民間団体と地方公共団体
との協働等を推進など、困難な問題を抱える女性一人ひとり
のニーズに応じて、包括的な支援を実施します。

（４）生涯にわたる健康への支援
　生理の貧困への対応、フェムテックの推進と更なる利活用、
緊急避妊薬の利用に向けた検討、スポーツ分野における女
性の参画・活躍、女性医師に対する支援等を推進します。
　また、女性の健康ナショナルセンター（仮称）を中心として、
女性の生涯にわたる健康課題に関わる研究等に取り組むとと
もに、「ジェンダード・イノベーション」を推進し、性差に応じ
更年期などにおける健康を支援する取組を推進します。（総
合対策の確立）
　さらに、医療従事者に対する女性の健康課題に関する研
修・啓発の実施、プレコンセプションケアなど、性差に応じ
た健康を支援するための取組も推進します。

Ⅳ　女性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化
～あらゆる分野の政策・方針決定過程に参画する女性人材
の育成～

（１）男女共同参画の視点に立った政府計画の策定等の推進
　あらゆる分野の政策・事業の計画等において、男女別の
影響やニーズの違いを踏まえた検討・立案を行います。その
前提として、男女の性差を考慮するとともに、関連するデー
タの男女別の把握に取り組みます。

（２）政治・行政分野における男女共同参画の推進
　女性が政治に参画する上での課題等についてより詳細な調
査を行い、その結果に基づき周知・啓発を行います。
また、各府省において、各役職段階に占める女性の割合に関
する数値目標を定め、目標や取組内容、実施状況を公務員
を志望する女性等に分かりやすい形で公表します。

むすびに

　今回決定した女性版骨太の方針に基づき、関係府省一体
となって取組を進めてまいります。より詳細な考え方や具体
策については、以下のリンクから資料をご覧ください。

https://www.gender.go.jp/
policy/sokushin/sokushin.html

URL

詳細は、こちらをご覧ください。

ワンストップ支援センターへの相談者の被害時の年齢

12歳未満
16.7%

12歳～中学生
13.2%

中卒～19歳
19.9%

20代
30.6%

30代以上
19.7%

（備考）１．内閣府「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを対象とした支援状
況等調査」報告書（令和５年３月）より作成。

２．令和４年６月～８月の相談者のうち、年代が不明の者を除いた場合の割合としている。
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（備考）１．内閣府「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを対象とした支援状
況等調査」報告書（令和５年３月）より作成。

２．令和４年６月～８月の相談者のうち、年代が不明の者を除いた場合の割合としている。

ワンストップ支援センターへの相談者の被害時の年齢

12歳未満
16.7%

12歳～中学生
13.2%

中卒～19歳
19.9%

20代
30.6%

30代以上
19.7%
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況等調査」報告書（令和５年３月）より作成。
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　令和６年版男女共同参画白書の特集は、「仕事と健康の両
立」をテーマに、全ての人が希望に応じて活躍できる社会の
実現に向けて、各種統計データや新たに実施した意識調査の
結果等を用いて、男女で異なる健康課題、健康課題による仕
事や家事・育児等への影響等について分析した上で、これか
らの働き方や両立支援の在り方等について考察しています。
　以下、特集のポイントをご紹介します。

社会構造の変化と男女で異なる健康課題

　現在の社会保障制度・日本型雇用慣行が形作られた昭和
時代と現在とでは、社会の人口構造が大きく変化しています。
我が国の総人口は、平成20（2008）年をピークに減少が始
まっていますが、生産年齢人口（15～64歳の人口）は平成７

（1995）年をピークに減少しており、今後は更に大きく減少し
ていくことが予測されています。
　就業者の構成も大きく変化し、就業者数における男女差は
小さくなっています。また、昭和55（1980）年時点では女性
は20代前半、男性は30代前半にあった就業者数のピークが、
令和２（2020）年時点では、男女ともに40代後半となるなど、
就業者の年齢構成も変化しています（図１）。
　健康課題については、内容も健康課題を抱えやすい時期
も男女で違いがあります。
　女性及び男性それぞれに特有の病気の患者数を年代別に

Ⅰ

みると、男性特有の病気は、50代以降で多くなる傾向にあり
ますが、女性特有の病気は働く世代に多くなっています（図２）。
　女性の就業継続、キャリアアップの阻害要因として、長時
間労働や転勤を前提とする雇用慣行がありますが、職場にお
ける健康支援についても、女性に対して配慮したものになっ

令和６年版男女共同参画白書
内閣府男女共同参画局総務課調査室

　令和６年版男女共同参画白書が、６月14日に閣議決定・公表されました。この白
書は、「男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）」に基づいて国会に毎年報
告されるもので、法定白書としては通算で25回目となります。2Special  

Feature

特 集 2

【 白 書 構 成 】

１　令和５年度男女共同参画社会の形成の状況
特 集  仕事と健康の両立～全ての人が希望に 

応じて活躍できる社会の実現に向けて～
記　録　 Ｇ７栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会合
各分野　政策・方針決定過程への女性の参画拡大 等

２　男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
第１部　 令和５年度に講じた男女共同参画社会の形成の　

促進に関する施策
第２部　 令和６年度に講じようとする男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策

男 女 共 同 参 画 白 書 図1　人口構造の変化
（男女、年齢階級、就業状況別・15歳以上）
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ていない可能性があります。
　男女ともに、自分自身及び互いの身体の特性・健康課題に
関する正しい理解が求められます。また、希望する全ての人
が生き生きと働き、キャリアアップを目指すためには、それ
ぞれの特性に応じた健康支援が必要となります。

仕事、家事・育児等と健康課題の両立

　令和５年度に内閣府で実施した意識調査から、最も気にな
る症状に十分に対処できていない理由をみると、小学生以下
の子供と同居しており、正規雇用労働者の女性は「仕事や家
事・育児・介護で忙しく病院等に行く時間がない」、「病院の
空いている時間に行けない・予約できない」を挙げる人の割
合が、男性と比べて高くなっています。
　小学生以下の子供と同居している正規雇用労働者の女性
は、仕事と家事・育児等に追われて、自分の身体のメンテナン

Ⅱ

スを後回しにしている傾向が高いことがうかがえます。（図３）。
　女性特有の健康課題に対して、職場にどのような配慮があ
ると働きやすいと思うかについてみると、20～39歳女性では

「生理休暇を取得しやすい環境の整備」が最も高く、次いで
「出産・子育てと仕事の両立支援制度」、「女性の社員全体の
理解」、「婦人科健診・検診への金銭補助」の順となっていま
す。40～69歳女性では「病気の治療と仕事の両立支援制度」
が最も高く、「更年期障害への支援」、「介護と仕事の両立支
援制度」、「経営陣・トップの理解」の順となっています。
　男性では、どちらの年代でも「経営陣・トップの理解」、「男
性上司の理解」、「男性の社員全体の理解」が上位となってお
り、女性が求めている支援と男性が考える配慮に大きな違い
があることが示唆されています。
　また、女性は、「女性上司の理解」、「女性の社員全体の理
解」を挙げる人の割合も高く、女性の求める健康支援の充実
とともに、男女ともに、自分自身及び性別により異なるお互
いの健康課題に関する知識を深め、相互に健康課題につい
て話し合える環境の整備が必要であると考えられます（図４）。

両立支援は新たなステージへ

　働く人の年齢構成が変化しており、健康管理がますます重
要になっています。ライフステージごとに様々な健康課題に

Ⅲ

図２　女性特有、男性特有の病気の総患者数
（年齢階級別・令和２（2020）年）

図３　最も気になる症状に十分に対処できていない理由
（男女別・小学生以下の子供と同居している正規雇用労働者）
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特 集 3直面する女性が多い中で、仕事と健康の両立がしやすい職
場づくりも重要です。
　仕事と健康の両立のために、職場では、女性と男性それぞ
れの健康課題に関する研修・啓発等の実施、健康診断等の
受診に対する支援、健康に関する相談先の確保などが求め
られます。
　また、団塊の世代が後期高齢者に差し掛かりつつある現
在、仕事と育児の両立支援に加え、仕事と介護の両立支援
も重要な課題となっています。介護を個人のみで抱えるべき
課題とするのではなく、社会全体で支えていくことが必要です。
　そして、女性が健康課題を抱えながらも働きやすい社会は、
男性も含めた全ての人々にとっても働きやすい社会になること
が期待されます。男性を含む全ての人の働き方を柔軟な働き
方など、仕事と家事・育児・介護等の両立を実現できるよう
な働き方に変えていくことが重要です。
　女性も男性も、仕事か家庭かなどの二者択一を迫られるこ
となく、持続可能な形で自らの理想とする生き方と仕事を両
立することが可能となれば、キャリア継続、キャリアアップ
のモチベーションとなるでしょう。

https://www.gender.go.jp/about_
danjo/whitepaper/index.html

URL

令和６年版男女共同参画白書は
男女共同参画局のHPに掲載しています。

こちらからご覧ください。

図４　�女性特有の健康課題に対して、どのような配慮があると働きや
すいと思うか（男女、年齢階級別）

両 立 支 援 は 新 た な ステ ー ジ へ
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若年人口、特に若年女性人口の流出
　豊岡市の最大の課題は、地方創生、すなわち人口減少対
策です。本市の人口減少の主な要因は、若者の流出にあります。
　2015年国勢調査結果の詳細が2017年夏に判明し、豊岡
市の若者回復率（10歳代の転出超過数に対して20歳代の転
入超過数の占める割合）を見ると、男女合計で39.5%、
2010年に比べて5.3ポイント上昇していました。しかし、男
女別でみると男性は52.2%、女性は26.7%。進学や就職で
転出した若者のうち女性が戻ってくる（入ってくる）のは男性の
半分しかないという事実に大きな危機感を持ちました。
　そして、男性の若者回復率は、景気に大きく左右される傾
向がありますが、女性の回復率は、景気に左右されることな
く長年にわたって低水準で推移しています。

　なぜ、豊岡市が若者に暮らしの場として選ばれていないの
か。地方は都市部に比べて経済的、文化的な魅力に乏しい
ことに加え、女性にとっては、男性中心の社会であって、家庭・
職場・地域に根深く残るジェンダーギャップがあるためでは
ないかと仮説を立てました。

豊岡市　若者回復率（2015年、2020年国勢調査データ）

豊岡市 若者回復率
（20歳代転入超過数の10歳代転出超過数に対する割合）の推移

52.2％％

26.7％％

　ジェンダーギャップの問題は、人口減少の加速に加えて、
女性が女性であるという理由だけで、補助的役割のみに甘ん
じ、能力を磨き、発揮する機会がないとすると、地域社会や
地域経済にとって大きな損失であり、まちの存続にかかわる
極めてリアルな問題でもあります。
　そして、何よりも一番の問題は、同じ社会の構成員として
公正さ（フェアネス）に欠けるということです。

トップのコミットメントと行政組織による率先垂範
　そこで、2018年度から「ジェンダーギャップの解消」を市の
主要政策に位置付けて、まずは、女性も男性も働きやすく働
きがいのある職場づくりを進めるため、2019年１月に市内事
業所向けの「豊岡市ワークイノベーション戦略」を、そして「ま
ず隗より始めよ」に倣って「豊岡市役所キャリアデザインアク
ションプラン」を策定し、職場を切り口とした取組をスタート
しました。

（※職場の取組は、次回８月号で紹介します。）

専門家による調査分析と課題設定
　ジェンダーの専門家である上智大学名誉教授の目黒依子
氏、特定非営利活動法人Gender Action Platform理事の
大崎麻子氏による、市民意識調査などの先行調査と追加ヒ
アリング調査を踏まえた総括的な分析により、2019年12月
に、「『豊岡市ジェンダーギャップ解消戦略（仮）』策定に向け
た提言」が取りまとめられました。
　示された主な課題は次のとおりです。
　・ ジェンダーギャップ解消の意義とメリットが十分に理解

されておらず「自分ごと」になっていないこと。
　・ 職場において、女性管理職登用、男性の育休取得、時

短勤務等を機能させるマネジメントの仕組みが構築され
ていないこと。

　・ これからの豊岡市の担い手であり、既に多様性、ジェン

兵庫県豊岡市の挑戦
「ジェンダーギャップの解消」

豊岡市多様性推進・ジェンダーギャップ対策課

　豊岡市は、兵庫県の北部に位置する人口77,000人の町です。コウノトリの野
生復帰をはじめ「深さを持った演劇のまちづくり」などに取り組み、豊岡鞄などの
製造業や城崎温泉などの観光業が盛んです。本市では、ジェンダーギャップ（社
会的・文化的な男女格差）の解消、つまり、男性と女性があらゆる場において平
等に権利・機会・責任を持つことができる環境整備を行うことがまちづくりに不
可欠な戦略的課題であると考えて、分野・対象ごとに体系的に取組を進めてい
ます。全４回のシリーズでご紹介しますので、ぜひ、ご確認ください。

3Special  
Feature

特 集 3 S p e c i a l  s e r i e s 　 v o l .１
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ダー平等、フェアネスに敏感である若い世代のビジョン、
問題意識、ニーズが政策に反映されていないこと。

　・ 地域の「世帯主」を中心とした基盤・枠組みが固定化し
ており、多世代、多様な地域住民のコミュニケーション、
相互扶助、協働の場が機能していないこと。

市民が未来を描くワークショップ・戦略策定
　まち全体を対象とした戦略策定に先立ち、2020年2月に
高校生と20代若者を対象に、シナリオプランニングという手
法を用いたワークショップを行いました。
　「ジェンダーギャップが解消された豊岡市」と「ジェンダー
ギャップが解消されなかった豊岡市」のそれぞれの未来像を
描き、バックキャスティングによりジェンダーギャップを解消
するためにどのようなアクションが必要か、市に期待すること
は何かを検討し意見をまとめました。
　その後、2020年4月に商工会議所会頭、地域のリーダー、
教員、経営者、子育てをしながら働く人、若者等に学識経
験者を加えた多世代、多様な立場の10人で構成する豊岡市
ジェンダーギャップ解消戦略会議を設置して戦略案を検討し
ました。ジェンダーについて学び、先のワークショップで得ら
れた若者の意見を反映させながら、グラフィックレコーディン
グで可視化して意見をまとめるなど、従来の計画策定手法と
は異なる参加型プロセスにより、職場、地域、家庭、学校
などを含むまち全体を対象とした「豊岡市ジェンダーギャップ
解消戦略」を2021年3月に策定しました。

　2021年度から2030年度までの10年間の計画期間で、戦
略の上位目的は、「固定的な性別役割分担を前提とした仕組
みや慣習が見直され、お互いを尊重し支え合いながら、いき
いきと暮らしている」とし、大きく6つの手段を掲げて、戦略
的に取り組んでいます。

豊岡市ジェンダーギャップ解消戦略会議委員が行動宣言を発表

https://www.city.toyooka.lg.jp/
kurashi/1007000/index.html

URL

詳しくは、こちらをご覧ください。
豊岡市ホームページ「ジェンダーギャップの解消」

豊岡市ジェンダーギャップ解消戦略　「戦略体系図」
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2024�APEC女性と経済フォーラム（WEF）について

　令和６年５月16日（木）、APEC「女性と経済フォーラム」
ハイレベル政策対話（閣僚級）が、ペルー（アレキパ）にて開
催されました。日本からは、武川恵子氏（昭和女子大学特命
教授・女性文化研究所長）が男女共同参画局アドバイザーと
して参加しました。
　会合では、「女性と女児をSTEMに惹きつける（Attracting 
women and girls to STEM: Empowering them with 
the technology and skills necessary for a better 
future）」がテーマとして取り上げられ、我が国からは以下に
ついて発信しました。

ハイレベル政策対話の様子

・ 「女性の経済的自立」を阻む要因の一つとして「男女間の
業種や職種の分離」があげられる。STEM分野での女性
の活躍は、この課題に対する有効なアプローチであると
考え、日本政府として積極的に取り組んでいる。

・ 我が国では、STEM分野への進学や就業という面で、男
女間で大きな差が生じている。この背景には、「女性は
STEM分野に向いていない」というアンコンシャス・バイア
スがあると考えられる。

・�近年、気候変動の影響によって自然災害のリスクがますま
す高まっている。STEM分野の進路を選ぶ女性が増える
ことは、女性が防災の意思決定過程や現場に主体的に参
画することにつながり、ひいては災害により強い社会の実
現に寄与するものと考えている。

　このフォーラムの成果として、「女性と経済フォーラム閣僚
声明」及び「女性と経済フォーラム議長声明」が発出されまし
た。「閣僚声明」では、今後、APEC加盟エコノミーが以下
のテーマの下、取組を展開することが謳われています。

① 科学・技術・工学・数学（STEM）分野におけるより多くの
女性の活躍を促進する

② 機会を創造する：持続的な経済成長の柱としての女性の
金融包摂

③ 平等の促進：ジェンダーに基づく暴力の防止と対策のため
のICTの活用

　あわせて、武川氏は、17日に開催された貿易担当大臣会
合との合同会合に出席し、貿易を含めた経済領域での女性
の機会拡大に関連して、「女性活躍と経済成長の好循環」と

「女性の所得向上・経済的自立」に向けた取組を行っている
ことを紹介しました。

武川氏とテレサ・エルナンデス・カホ女性・社会的弱者担当大臣（ペルー）

https://www.gender.go.jp/international/
int_kaigi/int_apec/wef2024.html

URL

会合の詳細や声明の全文は、
下記に掲載しています。

トピックス❶

2024 APEC 女性と経済フォーラム（WEF）

内閣府男女共同参画局総務課

Topics1
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NewsNews & InformationInformation
共同参画情報部

「夏のリコチャレ2024」を開催します
　内閣府・文部科学省・一般社団法人日本経済団体連合会(以下：
経団連)は、共催で、6月から、女子中高生等の理工系分野への進
路選択を応援するため、「夏のリコチャレ2024～理工系のお仕事体
感しよう！～」を開催しています。
　本イベントは、企業や大学等による主に女子中高生等を対象とし
た理工系の職場見学、仕事体験、施設見学など多彩なイベントの
情報を内閣府「夏のリコチャレ」特設サイトを活用し、積極的に社会
へ発信する取組です。昨年度は実地・オンライン合わせて162のイ
ベントが開催され、6,300名以上の生徒の皆さん等が参加しました。
今年度も実地・オンライン共に多くのイベントが企画されています。
　女子中高生の皆さん、今年の夏は素敵な理工系の未来を探しに
行きませんか。近くのイベントや興味のあるイベントを検索して是非
ご参加ください。保護者や教員の方向けの情報もご案内しています。

内閣府男女共同参画局1�

詳細は、特設ページをご覧ください。
https://www.gender.go.jp/c-challenge/
event/2024/summer.htmlURL

文部科学省2
令和６年度「女性関連施設相談員・相談事業担当者研修」開催

　国立女性教育会館（NWEC）では、令和６年度「女性関
連施設相談員・相談事業担当者研修」を開催します。
　オンライン研修では、ジェンダーの視点に立って相談者を
理解し、複雑・多様化する悩みに適切に対応するための知
識と技能を学びます。また、対面研修では、地域連携を軸
に包括的な女性支援を実践していくための方策を考えるとと
もに、参加者相互のネットワーキングを図り、相談事業を通
じて地域の男女共同参画を進めるヒントを得ます。

■申込期間：８月７日（水）16:00まで
■対　　象： 男女共同参画センター、女性センター等の女性

関連施設において相談業務に携わっている相
談員及び相談事業担当者・管理者・相談関連
施策担当者

■開催期間
＜オンライン研修＞　８月27日（火）～９月30日（月）
＜対面研修＞ 　９月19日（木）～20日（金）
　　　　　　　　　 【会場：国立女性教育会館】

昨年度のプログラムの様子

詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.nwec.go.jp/event/training/
g_soudan2024.htmlURL

「夏のリコチャレ2024～理工系のお仕事体感しよう！～」ロゴ
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小学生を対象とした無料イベント開催のお知らせ 
「ハットニャール博士の研究所～アンコンシャスバイアスに気づく“６つのとびら”」
　一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所と大丸有SDGs ACT5実行委員会は、８月８日は

「アンコンシャスバイアスに気づこう！」の日を記念して、小学生むけのイベントを開催します。この
イベントは、アンコンシャスバイアス（無意識の思い込み）に気づくことで、「子どもたちの未来の可
能性が広がるきっかけになること」を願い開催するものです。
　性別に対する無意識の思い込みに気づく「性別のとびら」をはじめ、６つのとびらを通して提供
する「ハッ！」となる体験の数々がきっかけとなり、「どうせ私には無理だ」等の自分に対する無意識
の思い込みに気づいたり、挑戦しようと思えたり、「相手の立場で考えてみよう」という心が育まれ
る等、ものの見方がかわることが期待されるイベントです。

【対象】小学生300名
【参加費】無料　※要申込
【後援】国連女性機関日本事務所、内閣府男女共同参画局、文部科学省、東京都、毎日小学生新聞

一般社団法人アンコンシャスバイアス研究所3

イベントの詳細は、こちらをご覧ください。

https://hatto88.comURL

イベント申込画面イメージ

　７月号では、「女性版骨太の
方針2024」、「令和６年版男女
共同参画白書」を取り上げまし
た。「男女共同参画白書」では、

「仕事と健康の両立」を特集し
ています。
・ 女性と男性では、健康課題

の内容も課題を抱えやすい
時期も異なる。

・ 女性がキャリアを継続し、
キャリアアップしていくため
には、仕事と家事・育児等
の両立支援に加えて、女性
特有の症状を踏まえた健康
への理解・支援等が求めら
れる。

・ 女性が健康課題を抱えなが
らも働きやすい社会は、男性
も含めた全ての人々にとって
も働きやすい社会になること
が期待される。柔軟な働き
方など、両立を実現できるよ
うな働き方への変革が重要。

といったことについて、様々な
データを交えながら記載してい
ます。男女共同参画の現状と
取組の理解を深めるきっかけに
なればと思います！
 【編集員O】

Kyodo-Sankaku
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